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【背景】 

  

１．給水量の減少 

 

近年の人口減少の影響により、給水人口は年々減少し続けており、今後 10年間で 8.7%減少すること

が予測されています。 

それに伴い、給水量も年々減少し続けており、今後 10年間では給水人口を上回る 12.7%減少する予

測となっています。 

給水人口の減少率よりも給水量の減少率の方が大きいのは、節水意識の高まりと節水型機器の普及

により、一人当りの使用水量が減少したことによるものと推測されます。そのため、今後の水道事業

及び公共下水道事業の運営は、給水量の動向に注意しながら進めていく必要があります。 

 

（１） 給水人口の推移 

 

 

（２） 給水量の推移 
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▲8.7% 

人口減少とともに給水人口が減る

が、さらに節水器具の普及に伴い、

人口減以上に給水量が減少すること

が予想される。  

▲12.7% 

人口減少とともに給水人口が減る

が、さらに節水器具の普及に伴い、

人口減以上に給水量が減少すること

が予想される。  
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【水道事業】 

  
水道は、飲料、炊事、洗濯、入浴など私たちの生活にはなくてはならない重要なライフラインです。 

水道水が各家庭や事業所などに届くまでにはたくさんの施設があり、24時間 365日休まず稼働してい

ます。そして、浄化しきれいになった水を点検・検査を行いながら、異常がないか監視しています。 

 

安全で安心な水道水を届けるためには、管路はもとより、このようなさまざまな施設や機械装置など

を、いつも正常な状態に保つ必要があります。そのためには、更新時期を迎えた施設を常に新しいもの

に入れ替えていかなければなりません。 

本市の水道施設は、昭和 26 年から整備され、各地域にあった簡易水道を取り込みながら現在は市内

全域を網羅しています。しかし現在、整備開始から 60年以上が経過し、施設の老朽化が著しく、いつ水

道水が止まってもおかしくない状況になってきています。 

 

１．老朽化する施設 

 

  

法定耐用年数 

40 年を超えた管路 

【５％】 

10 年後法定耐用年数 

40 年を超える管路 

【19％】 

全ての管路(270km)を更新するのには 81

億円必要。耐用年数 40年で更新するには

毎年約２億円以上必要だが、現在のまま

では１億円程度しか確保できない。 

管路の状況 
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老朽化した施設については、人口減少に対応すべく施設のダウンサイジングを行いながら計画的に更

新し、費用の平準化を図ることとしています。 

 

２．水道事業会計の予測 

本検討委員会では、令和元年度から 10年間の水道事業会計の収支を予測しました。 

水道事業は、水道料金等の収入を元に地方公営企業法に基づいた企業会計により会計処理をし、事業

を運営しています。 

 公営企業会計では、水道水を各家庭に給水して収益を得る「収益的収支」とその水道水を各家庭に給

水するため必要な水道施設を建設・更新する「資本的収支」に分けて収支を管理しています。 

（１） 収益的収支 

 公営企業会計では収益的収支で利益を出し、「積立金」として積み立て、また、過去に整備してきた

水道施設を減価償却し、それを費用として計上して、資本的収支の不足分に充てるための「内部留保資

金」を積み立てて、水道施設を建設・更新する「資本的収支」の不足分に充てています。 

現在は、一般会計からの補助金を受けることで令和７年度までは黒字を計上することができますが、

令和８年度からは赤字決算となり、一般会計からの補助金を増額しなければ事業を運営することができ

ない状況に陥ります。  
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支
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（２） 資本的収支 

 資本的収支では、当該年度の水 道施設の建設・更新に係る経費の大部分を借金（企業債）で賄って

いますが、過去の建設・更新費に借りてきた企業債の償還金分が不足するため、収益的収支で積み立て

られた内部留保資金や積立金で補填しています。 
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【下水道事業】 

 

下水道は、トイレの水洗化や生活雑排水などの汚水の排除による生活環境の改善や河川等公共用水域

の水質保全などのため、今では私たちの生活に欠かすことのできない社会インフラとなっています。 

 

 
 

１．増大する企業債償還金 

本市の下水道施設は、昭和 59 年から整備され、法定耐用年数を超えた管路などはなく老朽化はそれ

ほど進行していません。しかし、生活環境の改善や河川等の水質改善に伴い早期整備を求められたこと

から、日本の社会情勢が好景気で償還利率の高かった昭和末期から平成初期に集中的に工事を推進して

きました。 
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そのため、企業債償還金が今後さらに増大し、令和８年度にピークを迎え、その額は６億７千１百万

円となります。 

 

 

２．内部留保資金の枯渇 

企業債償還金が増大する中、資本的収支の不足分の補填財源が不足しており、その大きな要因が過去

に積み立ててきた過年度留保資金の枯渇が大きな要因となっています。 
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３．公共下水道事業会計の予測 

公共下水道事業においても水道事業と同様公営企業法に基く公営企業会計により会計処理しており、

下水道事業においても令和元年度から 10年間の公共下水道事業会計の収支を予測しました。 

 

（１） 収益的収支 

収益的収支においては、過去に整備してきた下水道施設にかかる減価償却費が大きいことから、一般

会計からの補助金がなければ赤字決算となります。 

 

 

（２） 資本的収支 

 資本的収支においても、留保資金で補填ができないため、不足分を一般会計からの補助金で賄わなけ

ればならず、企業債償還金の増大に伴い補助金が増大することが予想されます。 
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【検討結果】 

 一般会計においては、人口減少に伴う税収等の減少や高齢化の進行に伴う医療費や福祉関係費用の増

大が見込まれ、さらに、北陸新幹線福井延伸に伴う大型事業が控えている中で、これ以上、水道事業及

び公共下水道事業会計に補助金を費やすことはできません。 

 また、本来、公営企業会計を採用する水道事業及び公共下水道事業会計は、一般会計からの補助金を

受けることなく、料金等の収入のみで運営しなければならない「独立採算制」の原則に則らなければな

らないとされています。しかし、これまで一般会計から補助金を受けているばかりか、今後さらに増大

しなければ運営できない状況です。 

そのようなことから、あわら市水道料金等検討委員会では、料金等の改定はやむなしとの結論に至り

ました。 

 

独立採算の原則に従い、一般会計からの補助金を受けることなく運営するためには、今後 10年間に、

水道事業で 32%、公共下水道事業で 52%の値上げが必要となりますが、到底このような値上げは使用者

に受け入れられるものではないと判断しました。そのため、基本料金及び基本使用料を 100 円から 300

円まで、超過料金及び超過使用料を 10円から 30円までを引き上げるパターンを想定し、将来の投資財

政見通しや今後の一般会計からの補助金の推移にも注視して、さまざまなシミュレーションを行い検討

しました。 

 

水道事業においては、令和 10年度までの 10年間に、老朽化した施設の更新に必要最低限で投資した

場合に要する経費を算出するとともに、本格的に更新事業を開始する令和２年度末の補填財源残高約３

億円を令和 10年度にも確保してそれ以降の更新に備えることとし、料金の改定率を 15％（基本料金 200

円、超過料金 20円）とすることが妥当であるとの結論に至りました。 

なお、料金改定については、激減緩和に配慮するため４年ごとに段階的に引き上げることとし、令和

２年 10月に 10%（基本料金 200円、超過料金 10円）引き上げた後、令和６年 10月に５％（超過料金 10

円）引き上げることが妥当であるとの結論に至りました。ただし、令和６年 10月の値上げについては、

社会情勢の変化も著しいことから当然に改定するのではなく、毎年の決算状況を検証したうえで改定を

行うよう意見を付しています。 
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下水道事業においては、今後 10 年間、一般会計からの補助金を令和元年度規模に抑えることを念頭

に、改定率を 15％（基本使用料 200 円、超過使用料 20 円）とすることが妥当であるとの結論に至りま

した。下水道事業においても、水道事業同様、段階的に引き上げし、令和２年 10月に 10%（基本使用料

200円、超過使用料 10円）引き上げた後、令和６年 10月に５％（超過使用料 10円）引き上げることが

妥当であるとの結論に至っており、令和６年 10 月の改定は、毎年の決算状況を検証したうえで値上げ

を行うよう意見を付しています。 

 

 
  
また、料金等の体系についても検討をしました。本市では、基本料金及び基本使用料に基本水量 10㎥

を設定していますが、料金等の具体的算定方法として日本水道協会が定める「水道料金算定要領」及び

日本下水道協会が定める「下水道使用料算定の基本的考え方」では、基本水量を排除することを推奨し

ており、全国においても排除の傾向にあります。 

 

しかし、本市には芦原温泉上水道財産区というもう一つの水道事業者が存在し、また、あわら市同様、

県が運営する坂井地区水道用水供給事業から水道用水を購入し、九頭竜川流域下水道事業により汚水の

処理をしている坂井市においても基本水量制が採用されていることから、今後の広域化も見据え、これ

までどおり基本水量制を採用することが妥当であるとの結論に至りました。ただし、10㎥以下の利用者

が年々増加していることから、使用水量に基づき料金等を徴収することで不公平感をなくすためにも、

次回の改定の際には基本水量制の見直しについて検討するよう意見を付しました。 

 

なお、水道料金においては口径別料金を次回改定の際に検討すること、水道及び下水の使用量増加施

策の推進に努めること、下水道においては普及率及び水洗化率の向上を図り、収入の確保に努めること

などの意見があったため、それらについても意見を付しました。 


